
　
昨
年
�
月

�
日
、
衆
議

院
総
選
挙
が

施
行
さ
れ
、

国
民
の
審
判

が
下
っ
た
。

　
わ
が
税
政

連
は
、
全
て

の
小
選
挙
区
に
推
薦
候
補
を

擁
立
し
、
�
日
間
の
選
挙
戦

を
戦
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自

民
党
�
人
（
う
ち
比
例
復
活

２
人
）
、
公
明
１
人
、
民
主

党
３
人
（
同
３
人
）
、
維
新

の
党
２
人
（
同
１
人
）
が
当

選
、
生
活
の
党
は
当
選
に
至

ら
な
か
っ
た
。

　
衆
議
院
総
選
挙
の
結
果
を

受
け
て
、
�
月
�
日
、
安
倍

第
３
次
内
閣
が
発
足
し
た
。

安
倍
内
閣
は
、
審
判
を
受
け

た
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
さ
ら
に

推
進
す
る
こ
と
と
な
る
。
当

面
は
、
通
常
国
会
冒
頭
の
補

正
予
算
の
成
立
と
平
成
�
年

度
予
算
案
の
成
立
に
全
力
を

あ
げ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
税

制
改
正
法
案
を
含
む
予
算
関

連
法
案
は
、
２
月
�
日
ま
で

に
国
会
に
提
出
さ
れ
よ
う
。

　
衆
議
院
総
選
挙
の
結
果
を

受
け
て
、
今
後
の
わ
が
税
政

連
の
活
動
に
つ
い
て
小
考
し

て
み
た
い
。

　
わ
が
税
政
連
は
、
平
成
�

年
度
の
税
制
改
正
に
お
い
て

最
重
点
項
目
と
し
て
次
の
２

点
を
要
望
し
た
。

　
①
消
費
税
の
単
一
税
率
を

維
持
す
る
こ
と

　
②
法
人
実
効
税
率
の
引
き

下
げ
に
伴
う
課
税
ベ
ー
ス
の

拡
大
等
に
つ
い
て
は
、
中
小

法
人
の
課
税
の
あ
り
方
を
考

慮
の
上
、
慎
重
に
行
う
こ
と

　
ま
ず
、
消
費
税
の
軽
減
税

率
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
選

挙
公
約
は
、
「
国
民
の
理
解

を
得
た
上
で
、
�
％
時
に
導

入
」
（自
民
党
）、
「�
％
へ
の

引
上
げ
と
同
時
に
導
入
」（公

明
党
）と
な
っ
て
い
る
。

　
軽
減
税
率
の
導
入
に
つ
い

て
は
、
①
格
差
拡
大
に
つ
な

が
る
こ
と
②
既
得
権
益
化
す

る
こ
と
③
対
象
品
目
の
選
定

が
困
難
な
こ
と
、
等
の
理
由

に
よ
り
単
一
税
率
の
維
持
を

要
望
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

②
③
に
つ
い
て
は
、
（
物
品

税
時
代
へ
の
）
「先
祖
帰
り
」

と
い
っ
た
感
が
強
い
。
か
つ

て
普
通
の
箪
笥
に
は
課
税
す

る
が
総
桐
の
箪
笥
に
は
伝
統

工
芸
品
と
い
う
こ
と
で
課
税

し
な
い
と
い
う
例
が
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
愚
は
避
け

た
い
も
の
で
あ
る
。

　
わ
が
税
政
連
は
、
低
所
得

者
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
は

「
給
付
つ
き
税
額
控
除
」
が

有
効
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
施
行
ま

で
の
間
は
「
簡
素
な
給
付
制

度
」
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る

と
要
望
し
て
き
た
。

　
こ
の
要
望
が
国
民
的
合
意

を
得
ら
れ
る
よ
う
運
動
を
進

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ

し
ん
ば
、
軽
減
税
率
の
導
入

が
決
定
さ
れ
て
も
、
ま
だ
希

望
を
持
と
う
。
グ
リ
ー
ン
カ

ー
ド
の
例
も
あ
る
の
だ
か

ら
。

　
平
成
�
年
度
税
制
改
正
大

綱
は
年
末
の
�
日
に
決
定
さ

れ
た
が
、
法
人
実
効
税
率
の

引
き
下
げ
に
伴
う
代
替
財
源

措
置
に
つ
い
て
は
、
外
形
標

準
課
税
や
欠
損
金
の
繰
越
控

除
は
中
小
企
業
に
配
慮
し
た

も
の
と
な
っ
た
。

　
中
小
法
人
の
軽
減
税
率
に

つ
い
て
は
、
実
効
税
率
の
引

き
下
げ
に
見
合
っ
た
引
下
げ

を
要
望
し
た
い
。

　
オ
ー
ナ
ー
役
員
に
係
る
給

与
所
得
控
除
に
つ
い
て
別
途

の
基
準
を
設
け
な
い
よ
う
要

望
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
引
き
続
き
要
望
を
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
問
題
は
、
�
年
度
改

正
で
決
着
が
つ
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
実
効
税
率
を
�
％

台
に
引
き
下
げ
る
に
は
更
に

追
加
の
改
正
が
あ
る
こ
と
を

銘
記
し
て
お
く
。

　
社
労
士
法
の
一
部
改
正
法

案
（
議
員
立
法
・
参
議
院
先

議
）
は
、
�
月
�
日
、
衆
議

院
で
可
決
・
成

立
、同
月
�
日
、

公
布
さ
れ
た

（
法
律
第
１
１
６
号
）
。

　
改
正
の
項
目
は
、
①
個
別

労
働
関
係
紛
争
に
関
す
る
民

間
紛
争
解
決
手
続
に
お
け
る

紛
争
の
目
的
の
価
額
の
上
限

の
引
上
げ
②
補
佐
人
制
度

（
弁
護
士
で
あ
る
訴
訟
代
理

人
と
と
も
に
出
頭
し
、
陳
述

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
の

創
設
③
一
人
法
人
の
３
項

目
。

　
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

の

審

議

で

は
、
教
育
・

研

修

の

充

実
、
試
験
科
目
の
見
直
し
な

ど
５
項
目
の
附
帯
決
議
が
付

さ
れ
た
。

　
昨
年
�
月
３
日
、
小
惑
星
探

査
機
「
は
や
ぶ
さ
２
」
が
打
ち

上
げ
ら
れ
た
。
小
惑
星
で
採
取

し
た
微
小
な
物
質
を
カ
プ
セ
ル

に
入
れ
、
総
航
行
距
離
約
�
億

㎞
を
飛
ん
で
平
成
�
年
�
月
頃

地
球
に
帰
還
す
る
予
定
で
あ

る
。
何
と
壮
大
な
計
画
か
▼
ち

な
み
に
月
ま
で
の
距
離
は
約
�

万
㎞
。
初
め
て
月
近
く
ま
で
達

し
た
月
探
査
機
「
ル
ナ
一
号
」

が
昭
和
�
年
に
打
ち
上
げ
ら
れ

て
以
後
、
�
年
間
で
と
て
つ
も

な
く
遠
い
惑
星
ま
で
飛
ん
で
行

け
る
よ
う
に
な
っ
た
▼
と
こ
ろ

で
、
私
は
以
前
、
ロ
ケ
ッ
ト
理

論
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
。
「
ロ
ケ
ッ
ト
は
何
故
月

に
行
け
た
の
か
？
」
と
い
う
命

題
に
対
し
、
三
つ
の
要
素
、
つ

ま
り
、
月
に
行
く
と
い
う
「
明

確
な
目
標
」
を
持
ち
、
月
に
行

く
た
め
の
「方
法
論
を
具
体
化
」

し
、
そ
の
到
達
過
程
で
「
的
確

な
軌
道
修
正
」
を
行
っ
た
か
ら

で
あ
り
、
会
社
経
営
も
同
様
で

あ
る
と
い
う
話
だ
▼
こ
の
話
は

人
生
や
そ
の
他
の
活
動
に
も
当

て
は
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
先

日
、
飲
み
会
の
席
で
あ
る
方
か

ら
「
貴
方
の
話
は
理
想
論
だ
」

と
言
わ
れ
た
。翻
訳
す
る
と
「正

論
だ
が
、
不
可
能
だ
」
と
い
う

意
味
ら
し
い
。
私
自
身
、
一
朝

一
夕
で
結
果
が
出
る
こ
と
と
は

思
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
何
も

し
な
い
う
ち
か
ら
「で
き
な
い
」

と
思
っ
て
し
ま
え
ば
何
も
先
に

進
ま
な
い
▼
「
理
想
」
＝
「
目

標
」
と
捉
え
、
短
、
中
、
長
期

で
自
分
に
何
が
で
き
る
か
を
発

想
し
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
試

行
錯
誤
し
て
い
く
行
動
力
を
望

み
た
い
。

　
本
連
盟
は
、
�
月
�
日
に
、

民
主
党
所
属
の
関
係
国
会
議
員

等
と
衆
議
院
第
一
議
員
会
館
に

お
い
て
朝
食
懇
談
会
を
開
催
し

た
。

　
�
単
位
税
政
連
の
会
長
・
幹

事
長
と
税
理
士
に
よ
る
後
援
会

の
会
長
・
幹
事
長
等
が
出
席
し

た
。

　
坂
田
政
策
委
員
長
は
、
本
連

盟
が
�
年
６
月
に

機
関
決
定
し
た

「
平
成
�
年
度
税

制
改
正
要
望
」
の

中
か
ら
重
点
要
望

項
目
と
し
て
挙
げ

て
い
る
①
消
費
税

の
単
一
税
率
を
維

持
す
る
こ
と
、
②

法
人
税
の
実
効
税

率
の
引
き
下
げ
に

伴
う
課
税
ベ
ー
ス

の
拡
大
等
に
つ
い

て
は
、
中
小
法
人

の
課
税
の
あ
り
方
を
考
慮
の

上
、
慎
重
に
行
う
こ
と
、
の
２

点
を
中
心
に
説
明
し
た
。
（
写

真
）

　
�
月
中
旬
頃
か
ら
、
衆
議
院

解
散
の
報
道
が
多
数
あ
り
、「永

田
町
」
は
解
散
モ
ー
ド
の
中
で

の
朝
食
会
の
開
催
と
な
っ
た
。

（
�
月
�
日
、
安
倍
首
相
の
記

者
会
見
の
中
で
衆
議
院
解
散
を

正
式
表
明
）

　
国
会
議
員
と
税
理
士
を
合
わ

せ
総
勢
１
５
０
人
を
超
え
る
出

席
が
あ
っ
た
。

　
◆
～
◆
～
◆
～
◆

　
国
会
議
員
等
の
出
席
者
は
以

下
の
と
お
り
。
（
敬
称
略
・
順

不
同
・
所
属
肩
書
き
は
�
月
�

日
現
在
）

【
衆
議
院
】

海
江
田
万
里
（東
京
１
区
・
比
）

▽
松
原
仁
（
東
京
３
区
・
比
）

▽
菅
直
人
（
東
京
�
区
・
比
）

▽
長
島
昭
久
（
東
京
�
区
）
▽

階
猛
（
岩
手
１
区
）

【
参
議
院
】

小
川
敏
夫
（
東
京
都
）
▽
蓮
舫

（
東
京
都
）
▽
白
眞
勲
（
全
国

比
例
区
）

【
前
・
元
衆
・
参
議
員
等
】

中
山
義
活
（
東
京
２
区
）
▽
藤

田
憲
彦
（
東
京
４
区
）
▽
手
塚

仁
雄
（
東
京
５
区
）
▽
江
端
貴

子
（
東
京
�
区
）
▽
末
松
義
規

（
東
京
�
区
）▽
山
花
郁
夫
（東

京
�
区
）
▽
櫛
渕
万
里
（
東
京

�
区
）
円
よ
り
子
（東
京
８
区
）

　
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取

り
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（
事
業
者
編
）
を
定
め
る
件

（
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会

第
５
号
）
が
昨
年
�
月
�
日
付

の
官
報
で
告
示
さ
れ
た
。
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
全
文
と
Ｑ
＆
Ａ

は
、
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
）

に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
導
入
に
つ

い
て
は
、
全
て
の
民
間
企
業
や

団
体
が
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
。
税
理
士
事
務
所
に

お
い
て
は
、
業
務
の
見
直
し
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う

だ
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
平
成
�

年
�
月
か
ら
個
人
の
番
号
・
法

人
番
号
の
通
知
が
始
ま
り
、
利

用
開
始
は
平
成
�
年
１
月
か

ら
。
国
税
に
お
い
て
は
、
平
成

�
年
分
の
申
告
書
や
法
定
資
料

の
提
出
か
ら
個
人
番
号
及
び
法

人
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
と
な

る
。

　
本
連
盟
は
、
２
月
９
日
、
東

京
税
理
士
会
と
共
催
で
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
法
を
テ
ー
マ
と
し
て
合

同
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
（
６

面
参
照
）
。

　
本
連
盟
は
、昨
年
�
月
�
日
、

日
本
記
者
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
東

京
税
理
士
会
と
の
共
催
に
よ
る

「
報
道
関
係
者
と
の
懇
談
会
２

０
１
４
・
秋
」
を
開
催
し
た
。

　
今
回
の
テ
ー
マ
は
、
①
平
成

�
年
度
税
制
改
正
要
望
、
②
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
法
、
③
相
続
税
・

贈
与
税
に
つ
い

て
で
あ
っ
た
。

　
税
制
改
正
要

望
に
つ
い
て

は
、
本
連
盟
の

坂
田
政
策
委
員

長
が
、
�
年
６

月
に
機
関
決
定

し
た
「
平
成
�

年
度
税
制
改
正

の
要
望
」
を
説

明
し
、
記
者
か

ら
の
事
前
質
問

に
つ
い
て
は
、

吉
川
政
策
副
委
員
長
が
回
答
し

た
。
（
写
真
）

　
平
成
�
年
度
税
制
改
正
要
望

に
つ
い
て
は
、
重
要
要
望
項
目

で
あ
る
「
消
費
税
の
単
一
税
率

を
維
持
す
る
こ
と
」
と
「
法
人

税
の
実
効
税
率
の
引
き
下
げ
に

伴
う
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
等
に

つ
い
て
は
、
中
小
法
人
の
課
税

の
あ
り
方
を
考
慮
の
上
、
慎
重

に
行
う
こ
と
」
を
中
心
に
、
具

体
例
を
挙
げ
て
説
明
し
た
ほ

か
、
図
解
し
た
資
料
を
提
示
し

て
消
費
税
額
の
適
正
な
課
税
の

実
現
を
図
る
た
め
の
諸
規
定
の

見
直
し
を
図
る
意
見
を
説
明
し

た
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
に
つ
い
て

は
、
東
京
税
理
士
会
の
宮
本
規

制
改
革
・
納
税
環
境
整
備
等
対

策
室
長
が
導
入
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
、
税
分
野
で
の
活
用
等
に
つ

い
て
説
明
し
た
。

　
相
続
税
・
贈
与
税
に
つ
い
て

は
、
東
京
税
理
士
会
の
伊
藤
副

会
長
が
平
成
�
年
１
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
相
続
税
改
正
に
伴

っ
て
増
加
が
見
込
ま
れ
る
相
続

税
義
務
者
へ
の
税
理
士
会
の
対

応
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

　
説
明
及
び
意
見
発
表
後
の
記

者
か
ら
の
質
問
で
は
、
消
費
税

の
複
数
税
率
導
入
に
つ
い
て

は
、
税
理
士
会
、
税
政
連
の
対

応
を
問
う
も
の
も
あ
り
、
活
発

な
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
る
と
と

も
に
、
懇
親
会
で
は
懇
談
を
通

じ
て
交
流
を
深
め
た
。

　
当
日
、
出
席
し
た
記
者
の
所

属
す
る
報
道
機
関
�
社
は
次
の

と
お
り
。

　
テ
レ
ビ
朝
日
、毎
日
新
聞
社
、

中
日
新
聞
東
京
本
社
、
共
同
通

信
社
、
大
蔵
財
務
協
会
、
中
央

経
済
社
、
税
務
研
究
会
、
ぎ
ょ

う
せ
い
、
国
際
税
務
研
究
会
、

清
文
社
、
生
涯
教
育
新
聞
社
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